
「ふじのくに障害者しあわせプラン」の進捗について

１ 計画の位置づけ

２ 計画期間

区 分
ふじのくに障害者しあわせプラン

障害者計画 障害福祉計画・障害児福祉計画

根拠法令 障害者基本法第 11 条第２項
障害者総合支援法第 89 条１項

児童福祉法第 33 条の 22

規定事項
障害者施策の基本的方向性を

規定

障害者計画の目標実現に向けた

数値目標等の実施計画を規定

具体的内容

(設定事項)

・基本理念及び基本目標

・基本目標に対する県の取組

・成果目標（障害福祉サービス等の

提供体制確保のための目標）

・活動指標（サービス毎の必要見込量）

現行計画
第５次静岡県障害者計画

(R4～R7)

第６期静岡県障害福祉計画(R3～R5)、

第２期静岡県障害児福祉計画(R3～R5)

種 別 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5

県総合計画
前期計画

H22～H25

後期アクションプラン

H26～H29

県の新ビジョン（基本計画)

H30～R3

県の新ビジョン

(後期アクションプラン)

R4～R7

ふ
じ
の
く
に
障
害
者

し
あ
わ
せ
プ
ラ
ン

障害者計画

(障害者基本法)

第２次

H19～H24

第３次

H25～H29

第４次

H30～R3

第５次

R4～R7

障害福祉計画

(障害者総合支援法)

第２期

H21～H23

第３期

H24～H26

第４期

H27～H29

第５期

H30～R2

第６期

R3～R5

障害児福祉計画

(児童福祉法)
-

第１期

H30～R2

第２期

R3～R5

資料２



３ 第５次静岡県障害者計画の構成

４ 第６期静岡県障害福祉計画・第２期静岡県障害児福祉計画の概要

区分 内 容

成果目標

について

○障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現に向けて、障害の

ある人の自己決定を尊重し、障害のある人が必要とする障害福祉サ

ービス等の支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図ってい

くために次の７つの項目で成果目標を設定

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行

(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

(3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実

(4)福祉施設から一般就労への移行等

(5)障害児支援の提供体制の整備等

(6)相談支援体制の充実・強化等

(7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

活動指標

について

○各年度の障害福祉サービスや障害児通所支援等の利用者数、

サービス見込量等を指標として設定

１ 共生社会

の実現

２ 自立生活

の実現

１ 障害についての正しい理解を社会に広

め、障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合

いながら『共生する社会』の実現

２ 障害のある人が権利の主体として、自分

の生活を自分で選び、決定し、自分の力

を発揮できる『その人らしい自立生活を

送ることができる社会』の実現

３ 障害のある人もない人も『安心・安全に

暮らすことのできる社会』の実現

基 本 理 念

【基本目標】

障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現

Ⅰ 障害に対する理解と相互交流の促進

Ⅱ 多様な障害に応じたきめ細かな支援

Ⅲ 地域における自立を支える体制づくり

施策の３本柱

３ 安心・安全

の実現


